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令和５年度 滋賀県認知症介護基礎研修 （ｅラーニング）実施要領 
 

１．目的 

認知症介護に携わる者が、認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を遂行

するうえで基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参

画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができるようにすることを目的とする。 

 

２．実施主体および実施機関 

実施主体 滋賀県 

実施機関 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 

（社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター（以下「仙台セン 

ター」という。）が管理する e ラーニングシステムを使用し管理運用する。) 

 

３．対象者 

（１）県内の介護保険施設・事業者等において認知症高齢者介護に従事している者  

（２）県内の介護保険施設・事業者等において、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の

資格を有さない者等 

※令和３年度介護報酬改定により、無資格者に対する本研修の受講が義務づけられています。

当該義務づけの適用にあたり、既存の職員は令和６年３月３１日まで経過措置があります。 

また、新卒採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した職員は採用後１年間の猶予期

間が設けられています。 

※ただし、滋賀県においては、有資格者でも本研修を修了していることが、認知症介護実践者

研修受講の条件となります。 

 

４．研修日程 

令和５年度受講期間 ： 令和 5年 5月 10日（水） ～ 令和６年 3月 15日（金） 

 

５．研修内容 

科目 内容 時間数 方法 

認知症の人の 

理解と対応の 

基本 

・認知症の人を取り巻く現状 

・基本的なケアを提供するときの判断基準となる

考え方 

・認知症の人を理解するために必要な基礎知識 

・認知症ケアの基礎的知識に関する知識と実施

上の留意点 

※各章の確認テストに正解して修了となります 
（講義 150分に加えてテスト所要時間がかかります） 

150分 

程度 

自学習 

(ｅﾗｰﾆﾝｸﾞ) 

▶ e ラーニングとは… 

ICT（情報通信技術）を活用した学習方法で、Web サイト上の講義動画で学習し、確認テス

トを行います。パソコン、タブレット端末、スマートフォンで、24 時間いつでも受講することが

できます。 

 

 ６．受講方法 

 動画視聴による受講 

 必須環境  ： HTML5 対応ブラウザ および JavaScript が有効になっていること 

 対応端末  ： 上記環境を満たした PC・各種タブレット・スマートフォン 

 対応ブラウザ： Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari（いずれも最新版） 
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７．受講料および納付方法 

（１）受講料 ３，０００円  

 

（２）納付方法  

・認知症介護基礎研修ｅラーニングシステム（以下「ｅラーニングシステム」という。）より申込

みを行い、受講者ＩＤが付与された後に、別紙２をご確認のうえお振込みください。なお、振

込手数料は、各自でご負担ください。 

 

（３）領収書の発行について 

・振込みの控え（銀行の振込み領収書等）をもって領収書に代えさせていただきます。 

 

（4）キャンセルについて 

・システム上、申込み後のキャンセルは受付けられません。 

・受講料入金後の返金は一切受付けられません。 

・ID取得後、受講決定者の代替での受講は認められません。 
 

8．受講の流れ（別紙１参照） 

（１）事業所登録  

e ラーニングシステムトップページより、「事業所コード」の発行手続を行ってください。 

※本作業は受講者ではなく、事業所責任者が行ってください。 

※「事業所コード」の発行は、ｅラーニングシステムを初めて利用する際に必要となります。

ついては、各事業所で「事業所コード」の管理をお願いします。 

※令和４年度に登録を済ませている事業所は再度登録する必要はありません。 

 

（２）受講申込 

受講者は、自身の事業所より「事業所コード」を受け取り e ラーニングシステムトップページ

より受講申込みを行ってください。 

※受講者一人につき、ひとつのメールアドレスが必要となります。一度登録したメールアドレ

スは年度が変わっても使用できません。 

 

（３）受講決定について 

・e ラーニングシステムにて受講申込後、登録したメールアドレスに登録完了通知が届きま

す。（受講者ＩＤ取得） 通知が届いたら受講料の振込みを行ってください。(別紙２参照) 

・受講料入金後、受講者宛に受講許可通知が送信され、ｅラーニング受講開始となります。 
 

 9．修了証書の交付について 

・ｅラーニングの科目をすべて受講し、確認テストを終了した受講生に対し、システム上から修

了証書が発行されます。 ただし、印刷が可能となるまでに 4～5日かかることがあります。 

・修了証書の氏名表記は、JIS コード第１水準および第２水準の文字による表記となり、外字が

含まれている方については類似文字へ置き換えとなります。 

・本研修の修了証書は紛失しないよう管理してください。（認知症介護実践者研修の申込みの

際に必要となります） 
 

10．受講申込みについて  

（１）受講申込は必ず所属長確認のうえ、次のホームページより申込みを行ってください。  

認知症介護基礎研修 eラーニングシステム https://dcnet.marutto.biz/e-learning/ 

 

（２）申込期日について 

 申込開始日 申込締切日 

第１回 令和 5年 4月 20日（木） 令和 5年 7月 31日（月） 

第２回 令和 5年 9月 20日（水） 令和 5年 11月 30日（木） 

第３回 令和 ６ 年 1月 10日（水） 令和 ６ 年 ２月 29日（木） 

※第２回および第３回については、状況に応じて受付期間、受講期間を変更する場合があります。 

https://dcnet.marutto.biz/e-learning/
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１1．受講期間について  

各回の期間内であればいつでも受講できますが、期日を過ぎると修了証書を交付できない 

場合があります。  

 

 受 講 期 間 

第１回 令和 5年 5月 10日（水） ～ 令和 5年 8月 31日（木） 

第２回 令和 5年 １0月 1日（日） ～ 令和 5年 12月 31日（日） 

第３回 令和 ６ 年 １月 15日（月） ～ 令和 ６ 年 3月 15日（金） 

※第２回および第３回については、状況に応じて受付期間、受講期間を変更する場合があります。 

 

１2．研修修了者の情報管理について 

 実施機関は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等の必要事

項を記載した修了者名簿を作成し、法人の個人情報保護規定に基づき厳正に管理します。な

お、修了者名簿は滋賀県（知事）に提出します。 

 

１3．個人情報の取扱いについて 

 本研修での申込み等に係る個人情報は、当法人の個人情報保護規定に基づき、本研修に係る

企画、受講者名簿の作成・管理等本研修に関することのみの目的で使用します。 

 

１4．その他 

（１） 申込方法等の詳細については、「認知症介護基礎研修 e ラーニング操作マニュアル  

【受講者用】」を参照してください。 

https://dcnet.marutto.biz/e-learning/pdf/user_manual.pdf 

 

（２） お問い合わせの前に「よくある質問」をご確認ください。 

https://dcnet.marutto.biz/e-learning/pages/faq 

 

 

 

 

  【問い合わせ】 

社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 

 滋賀県社会福祉研修センタ― 

 

〒525-0072 
草津市笠山 7丁目 8－138 県立長寿社会福祉センター内 
ＴＥＬ 077－567－3927 ＦＡＸ 077－567－3910 
 
ホームページ  http://shiga-sfk.jp 

https://dcnet.marutto.biz/e-learning/pdf/user_manual.pdf
https://dcnet.marutto.biz/e-learning/pages/faq
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【別紙１】 

受講申込みから修了までの流れ 

事業所 滋賀県社会福祉 

研修センタ― 

認知症介護研究研修 

仙台センター 所属長（責任者） 受講者 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

事業所登録 
（事業所登録は初回のみ） 事業所情報登録 

登録通知 

事業所コード受領（＊） 

パスワード作成 

事業所名 

事業所コード（＊） 

受講者氏名 

生年月日 

メールアドレス等入力 

本申込 

受付登録 

登録完了通知 

受講用 ID受領・確認 

事業所コード受領行 

受講料支払い 
※重複して振り込むことの無いよう注意してください。 

受講料 

入金確認 

受講許可 

通知発行 
受講許可通知 

※受講者が登録したメールアドレスに 

届きます。 

事業所内でも進行状況を確認して 

ください。 

ｅラーニング受講 

確認テスト取組み 

全科目受講 

確認テスト終了 修了確認 
修了証書発行 

（PDF） 

修了証書印刷・保管 

※「受講生操作マニュアル」P3参照 

※事業所責任者が登録を行ってください。 
 

＊取得した「事業所コード」は 

受講申込時に必要となります。 

※「受講生操作マニュアル」P4参照 

※一度登録したメールアドレスは 

  登録できません。 

※「受講生操作マニュアル」P5参照 

※「受講生操作マニュアル」P8参照 

事業所コード 

発行 

数日かかることがあります。 

数日かかることがあります。 

数日かかることがあります。 

※事業所代表メールアドレス等登録 

※事業所内で受講進行状況を 

確認してください。 
受講許可確認 
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【別紙２】 

令和５年度 滋賀県認知症介護基礎研修 ｅラーニング 

受講料振込みのご案内 
 

 

１．受講者登録メールアドレスに「【認知症介護基礎研修ｅラーニング】受講許可のお知らせ

および受講料お支払いのお願い」が届いたら（受講者のＩＤが付与されたら）受講料を

お振込みください。 

 

２．振込みの際、振込人名義は申込者（受講者）の個人名で照合します。 

法人名や事業所名で振込み、または、複数名の受講者分をまとめて振込みを行う場合

は、様式第１号（受講料送金連絡票）を作成のうえ、ＦＡＸにてご連絡ください。 

（個人名での振込みの場合は必要ありません。） 

 

 

 ・留意事項・  

 

① 振込み後の受講料は返金できません。 

② 振込手数料は各自でご負担ください。 

③ 振込みの控え（銀行の振込み領収書等）をもって領収書に代えさせていただきます。 

④ 当センターが入金の確認を行い、認知症介護研究・研修仙台センター（以下「仙台セン

ター」という。」へ報告します。 

報告後、仙台センターから受講者あてにメール「【認知症介護基礎研修ｅラーニング】 

受講許可のお知らせ」が届いた後に受講が可能となります。 

⑤ 振込みから受講可能となるまで、応募状況等により５日程度かかることがあります。 

あらかじめご承知おきください。 

 

 

・振込み先・  

 

● 事業所登録および受講者のメールアドレスに振込口座をお知らせします。 
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様式第１号 

 必ず受講者の IDが付与されてから振込みを行ってください  
 

滋賀県社会福祉研修センター行 

ＦＡＸ 077-567-3910 
 

令和５年度 滋賀県認知症介護基礎研修 ｅラーニング 

受講料送金連絡票 
 

標記研修受講者の送金について、下記の通り連絡します。 

令和   年   月   日 

研修名 令和５年度 認知症介護基礎研修 ｅラーニング 

事業所名称  

事業所コード D C T －       

代表電話番号  

担当者電話番号  

担当者部署・お名前  

 

 

対象受講者 

 受講者 ID （１１ケタ） ※必ず記入してください 受講者氏名 

１              

2              

３              

４              

５              

６              

７              

８              

９              

１０              

 

振込人名義（カナ）  

振込み（予定）日 令和     年      月      日  

振込み金額合計 
 名分 × 3,000円 ＝  円 

 

※１法人（会社）で、複数の事業所職員の受講料を振込む場合は、代表の事業所コードを記入してください。 

※振込人名義欄は、受取り側に表示される振込人名（受講者名に変更される場合は受講者名）を記入してください。 


